
ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領 
                                長野県建設部 
 
１ ＵＡＶ等を用いた公共測量 

  ＵＡＶ等を用いた公共測量とは３次元データを取得するために行う、トータルステー

ションを用いた測量のほか、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院：

平成 29 年３月最終改正）」、「地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）（国

土地理院：平成 30 年３月最終改正）」、「ＵＡＶ搭載型レーザースキャナを用いた公共測

量マニュアル（案）（国土地理院：平成 30 年３月）」、及び作業規程の準則第３編第３章

「車載写真レーザ測量」等に基づき実施する公共測量をいう。 
 
２ 対象業務 

  ・ＩＣＴ活用工事に関連する測量で、路線測量、河川測量、現地測量を対象とする。 
  ・ＵＡＶ等を用いた公共測量の実施により、業務の効率化が期待できる測量は、ＩＣ

Ｔ活用工事に関連しない測量も、本要領を適用する。 
 
３ ＵＡＶ等を用いた測量の実施方法 

 （１）ＵＡＶ等を用いた公共測量の実施方法 
   ・発注方法は、受注者希望型を原則とし、入札公告時の公告文および特記仕様書に

明示する。その他、契約後受発注者間による協議が整った場合は、実施できるも

のとする。 
   ・実施箇所については業務実施前に事業課と協議するものとする。 
   ・受注者は、測量作業において、契約後、業務計画書の提出までを標準として監督

員に提案・協議を行い、協議が整った場合に、ＵＡＶ等を用いた公共測量を実施

できる。対象業務は、「別添１」の測量手法の選定を用いて、ＵＡＶ等を用いた公

共測量の適用可能な現地条件となる業務を対象とする。なお、測量機器の選択に

伴う費用については、標準歩掛等によるほか、発注者との協議により設計変更の

対象とする。 
・受注者は、測量データについて、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）（国

土地理院：平成 29 年３月最終改正）」、「地上レーザースキャナを用いた公共測量

マニュアル（案）（国土地理院：平成 30 年３月最終改正）」、「ＵＡＶ搭載型レーザ

ースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院：平成 30 年３月）」、

及び作業規程の準則第３編第３章「車載写真レーザ測量」等に基づき、電子成果

品を提出する。 
・受注者は、電子納品要領に基づき、測量細区分「その他の地形測量及び写真測量」



の測量成果として、３次元点群データファイル（ヘッダ行を含むＣＳＶ形式）等

を納品しなければならない。 
・受注者は、ＵＡＶ等の機器の操作については再委託できるものとし、再委託をお

こなう場合には、測量業務共通仕様書 1-1-29 第３項の規定により、発注者の承諾

を得なければならない。 
・受注者は、実施にあたりＵＡＶを使用する場合は「公共測量におけるＵＡＶの使

用に関する安全基準（案）（国土地理院：平成 28 年 3 月）」に準拠して作業を行う

ものとし、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。 
・業務を実施する上で疑義が生じた場合は、受発注者の協議により決定することと

する。 
 （２）業務費の積算 
   ・原則として、受発注者間で協議し、見積方式による精算変更を行う。ただし、Ｕ

ＡＶを用いた公共測量マニュアル第 3 編及び地上レーザースキャナを用いた公共

測量マニュアル第 3 編に基づく３次元点群測量の実施にあたって必要な歩掛は「積

算基準及び標準歩掛（計画調査編）長野県建設部」によるものとする。なお、積

算にあたっては通常の測量の積算よりも過度に費用が上がらないように、見積を

適切に確認すること。 
 （３）数値地形図の作成 
   ・数値地形図を作成する場合、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地

理院：平成 29 年３月最終改正）」、「地上レーザースキャナを用いた公共測量マニ

ュアル（案）（国土地理院：平成 30 年３月最終改正）」、「ＵＡＶ搭載型レーザース

キャナを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院：平成 30 年３月）」、及び

作業規程の準則第３編第３章「車載写真レーザ測量」等に基づき、数値地形図デ

ータファイルを納品するものとする。 
   ・積算は見積によるものとし、積算方法は「別添２」によるものとする。 
 （４）路線測量・河川測量の成果 
   ・３次元点群データから、縦横断測量成果を作成する場合は、「三次元点群データを

使用した断面図作成マニュアル（案）（国土地理院・平成 29 年３月）」に基づいて

作成した「縦断面図データファイル」及び「横断面図データファイル」を納品す

るものとする。 
 
４ 適用年月日 

  本実施要領は、令和元年８月５日から適用する 
 
 



 



 


